
「第７回ひなのクラフトフェア」実施要項 

 

１．日  時   平成３１年３月１７日(日) ９：３０～１５：００ 

出店受付  7：30～8：30 

     出店搬入  8：30～9：00 

搬出準備 15：00～      

撤  収 15：30～ 

※通行止め時間  9：00～15：30（予定） 

２．出店場所   岐阜県恵那市岩村町本町通り 

重要伝統的建造物群保存地区路上 約 2.7m×2.5m 

３. 出 店 料   １区画(2.7m×2.5m)                       １,０００円 

         電源使用(出店申込書に記入)           ５００円 

＜当日徴収＞ 

         ※テント、テーブルの貸出しは、致しません。 

４．募集部門    版画、書画、陶・漆芸、諸工芸(木竹・金属、革・ガラス等) 

         アクセサリー、雑貨、似顔絵、その他 

５．申込期限   平成３１年１月３１日(木) 

６．選考審査   お申込いただいた方から「｢ひなのクラフトフェア実行委員会｣

で審査し、ご連絡致します。 

         ※出店場所については実行委員会にて決定します。 

７．申込方法   ①別紙「出店申込書」及び「出店登録申込書」に必要事項を 

記入し、下記②の添付書類を同封のうえ申込ください 

②添付書類…顔写真/作品の写真(L版サイズ、各１枚) 

※昨年の出店者で作品が同様の方は作品の写真は不要(その旨記入) 

運転免許証等の本人確認書(写)              

※「出店登録申込書」には、申込者及びスタッフ全員の氏名等 

と本人確認書の添付が必要です。 

（出店者とスタッフの顔写真は免許証コピーで構いません） 

８．問合せ及び   〒509-7403  

申 込 先   岐阜県恵那市岩村町 263-2 町並みふれあいの舘内 

(一社)恵那市観光協会岩村支部 

        ＴＥＬ/ＦＡＸ 0573-43-3231  

Ｅ－mail   kankou@iwamura.jp 

※その他注意事項 ○別紙「ひなのクラフトフェア実行委員会 露店等営業規則」を 

参照して下さい。 

         ○出店の可否、受付案内等については、後日通知致します。  

          

mailto:kankou@iwamura.jp


平成３１年３月１７日(日)　９：３０～１５：００

岐阜県恵那市岩村町 岩村本通り (重要伝統的建造物群保存地区）

平成３１年１月３１日(木)

ふ り が な ※主催者記入欄

工房名 受付年月日

ふ り が な

氏　　名

〒

出店の可否

電話番号

携帯電話 案内送付

FAX番号 　　　　月　　　日

メ ー ル
アドレス

P　C
携帯

貸出電気 500円/股 使用する　　・　　使用しない

　　　昼　　食 500円/人 希望する場合は、右記に人数を記入 　　　　　　　人分 不　　　要

宿　　泊

展示･販売品
の内容

※品名や形態(作品の写真添付…昨年の出展者で、同様の場合は作品の写真添付不要）

（飲食は不可）

ご 意 見
ご 希 望

連絡先＆送付先 〒509-7403　岐阜県恵那市岩村町263-2

町並みふれあいの舘

 (一社)恵那市観光協会岩村支部

TEL.・FAX  (0573)43-3231

Ｅ－ｍａｉｌ 　　kankou@iwamura.jp

希望の方は下記の担当者までご連絡ください。
宿泊担当者 ； 松井宏次　ＴＥＬ　090-1564-3000　 　伊藤応二　ＴＥＬ　090-7850-4375

　　　　「第７回ひなのクラフトフェア」　　出店申込書

   開催日時

   開催場所

   申込期限

住　　所

（どちらかに〇印）



（申請日）        

平成  年  月  日 

ひなのクラフトフェア実行委員会 様 

 

出店登録申込書 

 

ひなのクラフトフェア出店に伴い、露店の出店登録を申し込みます。なお、「ひなのクラフトフェア

実行委員会 露店等営業規則」の各条項を確認し、その内容について同意いたします。 

 

（申請者）                          

住 所 〒   － 

 

 

電 話 

番 号 

自 宅 
 

携 帯  

ﾌﾘｶﾞﾅ 男 

女 

 

生年月日 

大正 

昭和 

平成 

  年  月  日 

氏 名                 

出 店 業 種 営業品目 

※当日スタッフがいる場合は、以下にも記入し、本人確認書を添付ください。 

 

（本人確認書添付欄） 

※運転免許証、パスポート等公的機関が発行した写真付きの身分証明書。ない場合は、保険証、年金証書等 

の身分証明書に写真を添付してください。 

   氏  名（フリガナ） 生年月日 自 宅 住 所 

   

   

   



ひなのクラフトフェア実行委員会 露店等営業規則 

（目的） 

第１条  この露店等営業規則は、ひなのクラフトフェアが、岐阜県暴力団排除条例（平成 22年 12

月 21日岐阜県条例第 54号）の趣旨に従い、反社会的勢力を利することを防止し、露店等

の営業者の自由公正な経済活動と秩序ある営業行為を助長し、もって社会環境の維持とひ

なのクラフトフェアの健全な運営を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。 

 

（露店等の営業申請） 

第２条  露店等を営業しようとする者は、あらかじめその露店等を営業しようとする者及び関係者 

     等の氏名、住所、生年月日、取り扱う商品やサービス、その他第１条の目的を達するため

に、ひなのクラフトフェア実行委員会（以下実行委員会という）が規定する事項について、

書面により、実行委員会に提出し、出店登録証の発布を得なければならない。 

 

（関係機関への意見聴取） 

第３条  実行委員会は、第１条の目的を達するために必要な限度において、露店等の営業の申請を 

     行った者及びその露店の営業にかかる責任者及び使用人等、又はその関係者等が暴力団員

等であるかどうかについて、関係機関に意見を聞くことができる。 

 

（出店の拒否） 

第４条  実行委員会は、次に掲げる場合において、露店等の出店を登録せず、出店登録証を発行し 

     ないものとする。 

     １ 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員

でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、

社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同

じ）である場合 

     ２ 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会的勢力を従業員等として使用すると認

められる場合 

     ３ 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会的勢力にみかじめ料、ショバ代等の名

目の如何を問わず、金品を提供すると認められる場合 

     ４ 露店等の出店登録を得ようとする者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められる場合 

 

（出店登録証の提示） 

第５条  露店等の営業者は、実行委員会が発行した出店登録証を店舗の外部からわかり易い場所に 

     掲示して、営業を行わなければならない。 



（出店登録の解除） 

第６条  実行委員会は、次に掲げる場合において、各号のいずれかに該当する場合、何らの催告も 

要することなく、出店登録を取り消すことができる。 

     １ 出店登録を得た者が、反社会的勢力であると判明した場合 

     ２ 出店登録を得た者が、虚偽の申請で出店許可を得たことが判明した場合 

     ３ 出店登録を得た者と現に出店している者が、異なることが判明した場合 

     ４ 出店登録を得た者が、みかじめ料、ショバ代等の名目を問わず、金品を渡した場合 

     ５ 出店登録を得た者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること

が判明した場合 

     ６ 露店等において、反社会的勢力を従業員等として使用した場合 

     ７ 営業中、粗暴、卑猥な言動等によりお客に迷惑をかける行為を行った場合 

     ８ 半裸体及び入れ墨をのぞかせる等の粗暴な服装や態度を取った場合 

     ９ 実行委員会等の関係者の指示に従わない場合 

 

（露店等の使用人の届出） 

第７条  露店等を営業しようとする者が、やむを得ず事前に申請した以外の者を従業員として使用 

     するときは、当該使用人の住所、氏名、生年月日等を実行委員会に届出なければならない。 

 

（責任者及び使用人一覧表の備付け及び掲示） 

第８条  露店等の営業者は、責任者又は使用人等を露店等の営業に従事させるときは、店舗ごとに

責任者及び使用者一覧表の写しを備付けなければならない。 

   ２ 露店等の営業者若しくは店舗ごとの責任者又は使用人は、実行委員会等から、責任者及び 

     使用人一覧表の写しの提示を求められたときは、これに従わなければならない。 

 

（補則） 

第９条  クラフトフェア開催中の不慮の事故等については、ひなのクラフトフェア実行委員会が 

     責任を負うものとする。なお出店者の故意または重大な過失による場合は、出店者が責任

を負うものとする。 

第 10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、その都度協議し決定するもの

とする。 

 

（付則） 

１．本規則は、平成２５年１２月 １日より施行する。 

２．本規則は、平成２８年 ２月２６日より施行する。 

 


